
【お問合わせ先】
北九州市産業経済局中小企業振興課

担当：稲益、野口

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町2番1号
北九州テクノセンタービル１階

対
象
者

主な要件
（１）北九州市内に本社及び事業所を有し、後継者は引き続き市内で事業を営む予定であること。
（２）みなし大企業にあたらないこと。
（３）北九州市税を滞納していないこと。
（４）事業承継における譲り手側であること。
（５）事業承継が既に行われていないこと又はＭ＆Ａに係る最終合意契約等が締結されていない
こと。 など

TEL 093-873-1433

～市内中小企業者の事業承継を応援します! !～

｢助成金｣を活用して事業承継を進めませんか？

※予算の都合により、年度途中で受付を終了する場合があります。※予算の都合により、年度途中で受付を終了する場合があります。

交
付
要
件

（１）本助成金の申請は、専門事業者への委託契約締結より前に行うことが必須です。
（２）申請を行った日から令和９年３月３１日までに支払いが終了する費用であることが必要です。
（３）国及び関係団体等から同種の補助金等の交付を受けていない又は受ける見込みがないこと。
（４）助成金の交付は、年度を問わず１事業者につき１回まで。
（５）助成金交付後、市から定期的に進捗状況を確認することに同意すること。

※消費税・振込手数料、専門事業者に対する顧問料、相談料、官公庁等の手続き及び書類作成、
個別具体的な案件に関する訴訟・トラブル対応に係る費用等は、対象外です。

助
成
対
象
経
費

事業区分 経費区分

事業承継計画の策定等
（親族内、従業員及び第
三者承継）

・課題分析（見える化）や経営改善（磨き上げ）等のコンサルティング
委託料
・株価など企業価値の算定委託料
・相続税・遺産分割等の対策策定委託料
・事業承継計画の策定委託料 など

Ｍ＆Ａの仲介委託等
※買い手側の費用は対象外

・Ｍ＆Ａの仲介者やＦＡ（フィナンシャル・アドバイザー）へ支払う手数料
（着手金、企業調査手数料、月額報酬、中間報酬、成功報酬等）
・株価など企業価値の算定委託料 など

助成金額：上限５０万円（対象経費の２分の１以内 千円未満切捨て）

令和８年度 北九州市事業承継・M＆A促進化助成金

申請方法については裏面をご覧ください➡



【お問合わせ先】
北九州市産業経済局中小企業振興課

担当：稲益、野口

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町2番1号
北九州テクノセンタービル１階

TEL 093-873-1433

URL
https://www.city.kitakyushu.lg.j
p/san-kei/san-chuushou.html

北九州市事業承継・M＆A促進化助成金

申請手続きの流れ

⑴ 交付申請書の提出

事業者

⑵ 審査・交付決定

⑶ 委託契約等の締結
～実績報告書の提出

⑷ 助成金額の確定

⑸ 精算払い請求申請書
の提出

⑹ 助成金の支払い

事業者

事業者

市

市

市

①助成金の制度利用に関する問合せ
助成金の詳細や利用希望につきましては、市中小企業
振興課にお尋ねください（TEL：093-873-1433）。

②申請相談
・中小企業支援センターまたは北九州商工会議所に設置
している事業承継相談窓口を予約し、福岡県事業承
継・引継ぎ支援センターの専門相談員の支援を受けて
ください。（相談者は原則、申請者本人とし、社外の
支援機関のみによる相談は不可とします。）
【中小企業支援センター相談窓口】
093-873-1430 (第2･4水曜日PM)
【北九州商工会議所専門相談センター】
093-541-0192(第1･3水曜日PM)

③申請書類の提出
・申請書類を準備した後、市中小企業振興課に申請書類
を提出してください。

・申請書類の提出は、専門事業者との委託契約締結前に
行うことが必須です。なお、専門事業者は中小企業庁
の M＆A支援機関登録制度の登録支援機関に限ります。
※詳細は市HPをご確認ください。

事前申請

追加報告

・内容及び経費の変更がある場合、事前にご相談く
ださい。変更等で経費が増額した場合においても、
本助成金は交付決定額を上限とします。

・助成対象事業が完了した場合、20日以内に実績報
告書を提出してください。

必要書類や申請方法等の詳細は、下記URL

にアクセスしてご覧ください。
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700210.html

北九州市事業承継助成金🔍

・助成金の交付を受けた日の属する年度以降３年
間、各年度のM＆Aに係る取組状況について、翌年
度の４月２０日までに取組状況報告書を提出して
ください。

・M＆Aに係る最終合意契約を締結した時は、最終合
意契約日から20日以内に取組状況報告書及び添付
書類を提出してください。

申請時

完了時

事後

事業者

⑺ 取組状況報告書
の提出

※提出前に福岡県事業承
継・引継ぎ支援センター
の支援を受けてください。

https://www.city.kitakyushu.lg.j
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/san-kei/10700210.html

